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※本計画では、「障がい」の「がい」の字は基本的にひらがなで表記していますが、 

「身体障害者手帳」などの法令に基づく固有名詞については、元の表記をしています。 

 

 

 

 

 

 

～ボーダーレスかまいしプラン～ 

 

この計画は、第４次となる釜石市の障がい者福祉に関する施策の総

合的な計画として策定しました。 

 

「みんなちがって、みんないい」 

詩人 金子みすゞさんの詩「私と小鳥と鈴と」の一節です。 

人それぞれの違いを認め合い、ともに生きる社会の大切さを表してい

る表現ではないでしょうか。 

 

「障がいがあるから」と、分け隔てるのではなく、一人ひとりの違いを

個性として尊重し、「自分とは違う存在・考え方があって当たり前」という

“ボーダーレス”なまち、誰もが地域の一員として、自然に暮らせる共生

社会が実現したまち、障がい者に限らずすべての人にとって生きやすい

まちとなるようにという願いを込めて、計画の愛称を「ボーダーレスかま

いしプラン」としました。 
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第１章 計画の基本的な考え方 

 

１ 計画策定の趣旨と背景 

 

釜石市では、「障害者基本法」に基づき、障がいのある人の福祉施策を総合的かつ計画的に

推進するため、「第１次釜石市障害者福祉計画～ぬくもりとふれあいのまち釜石障害者プラン

～」（計画期間：平成８年度～平成１７年度。以下「第１次計画」といいます。）、「第２次釜石市障

害者福祉計画～ぬくもりふれあいプラン２～」（計画期間：平成１８年度～平成２７年度。以下

「第２次計画」といいます。）、「第３次釜石市障がい者福祉計画～ぬくもりふれあいプラン３～」

（計画期間：平成２８年度～令和７年度。以下「第３次計画」といいます。」）を策定し、障がいの

有無にかかわらず、すべての市民が互いに人格と個性を尊重しあいながら安心して暮らすこと

のできる共生社会の実現を目指して、障がい者施策に取り組んできました。 

平成２３年６月に「障害者虐待の防止、障害者の擁護者に対する支援等に関する法律（以下

「障害者虐待防止法」といいます。）」の制定、同年８月には「障害者基本法」の改正があり、障

がい者の自立と社会参加に加えて、すべての国民が障がいの有無によって分け隔てられること

がなく、相互に人格と個性を尊重しあいながら共生する社会の実現を目的とした改正が行われ

ました。 

平成２４年４月には、「障害者自立支援法」や「児童福祉法」等の一部が改正され、障がい者

（児）の自立した生活を支え、課題の解決や適切なサービス利用をきめ細かく支援するために

計画相談支援・障害児相談支援が創設されました。平成２５年４月には障害者基本法の改正を

踏まえた「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（以下「障害者総

合支援法」といいます。）」が施行され、難病患者が障がい者の範囲に加わったほか重度訪問

介護の対象範囲の拡大や、ケアホームのグループホームへの一元化などが実施されています。 

また、平成２８年４月には、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（以下「障害

者差別解消法」といいます。）」が施行され、障がいを理由とする不当な差別的取り扱いの禁止

や合理的配慮の提供が求められています。 

さらには、令和４年５月には、「障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施

策の推進に関する法律（障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法）が、令和

７年６月には、「手話に関する施策の推進に関する法律（手話施策推進法）」が施行され、情報

の取得・利用や意思疎通の保障が、障がいのある人の社会参加を支える重要な基盤であるこ

とが明確にされています。 

このような障がい者施策の大きな転換を踏まえ、第４次釜石市障がい者福祉計画（以下「第

４次計画」といいます。」）は、障がいのある人が住み慣れた地域で自立し、「自分らしい暮らし」

を実現できるよう、障がいのある人やその家族のニーズを的確に捉え、さらなる障がい者福祉

施策の充実を図るために策定するものです。 
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２ 計画の位置付け・他計画との関係 

 

本計画は、障害者基本法第１１条第３項の規定に基づく「市町村障害者計画」であり、当市

の障がい者施策を総合的、計画的かつ効率的に推進するための指針として、障がい者関連施

策の推進方向を示すものです。 

また、当市の行財政運営の最高指針である第六次釜石市総合計画の個別部門計画とし、保

健福祉の基本目標「あらゆる人の幸せをみんなで考えつくるまち」を目指し、保健・医療・福祉

と密接な関わりを持つ他の計画との整合性を図りながら、障がい者福祉領域の具体的な施策

を推進するものです。 

なお、障害者総合支援法第８８条の規定に基づき策定する「釜石市障がい福祉計画・釜石

市障がい児福祉計画」（以下、「障がい福祉計画」といいます。）は、国の基本指針に即して、障

がい福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保に関して数値目標、サ

ービス見込量及びサービス見込量確保の方策を定めているもので、本計画の実施計画的な位

置付けとなります。 

 

    [釜石市障がい者福祉計画と各計画の関係図]   
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３ 計画の期間 

 

第４次計画の期間は、令和８年度から令和１７年度までの１０年間とします。ただし、中間年次

となる５年後には、見直すこととします。 

なお、実施計画的な位置付けとなる障がい福祉計画は、国が定める「障害福祉計画の基本

指針」に基づき、３年ごとに見直すものとします。 

 

【計画の期間】 
 

６～７年
度 ８年度 ９年度 １０年度 １１年度 １２年度 １３年度 １４年度 １５年度 １６年度 １７年度 

 

 

 

 

 

 

 

４ 計画の対象 

 

本計画の「障がいのある人」とは、障害者基本法等に基づき、「身体障がい、知的障がい、精

神障がいがあるため、あるいは、てんかん、発達障がい、難病による障がい、その他の心身の機

能の障がいがあるため、それらの障がい及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生

活に相当な制限、制約を受ける状態にある人」とします。したがって、各種の障がい者手帳を持

つ人だけでなく、合理的な配慮を必要とする人を広く「障がいのある人」ととらえます。 

また、「社会的障壁」とは、「障がいのある人にとって日常生活または社会生活を営む上で障

壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のもの」とします。 

 

 

５ 基本目標の推進状況 

 

  第３次計画では、計画の理念を「障がいのある人がいきいきと安心して心地よく暮らせるまち

づくり」とし、これを実現するために３つの基本目標を設定して、それぞれの基本目標に向けた取

り組みの基本方針を定め、施策の体系的な推進に取り組んできました。 

  第３次計画における３つの基本目標の推進状況は、次のとおりです。 

 

第４次釜石市障がい者福祉計画 

第７期釜石市 
障がい福祉計画 
第３期釜石市 
障がい児福祉計画 
 

第８期 
釜石市障がい福祉計画 
第４期 
釜石市障がい児福祉計画 

第９期 
釜石市障がい福祉計画 
第５期 
釜石市障がい児福祉計画 

第１０期 
釜石市障がい福祉計画 
第６期 
釜石市障がい児福祉計画 
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基本目標Ⅰ「地域で安心して生活できる支援体制づくり」について 

 

    障がいのある方が、地域で自立した生活を送るために必要なサービスを調整する「相談支援

事業」を市内の２法人へ委託し、各種の相談やサービスの利用調整を行っています。 

    また、令和６年４月より、基幹相談支援センターを市内の１法人へ委託し、困りごとを抱える人

を支援につなぎ、地域の相談体制を支える中心的な拠点を整備しました。 

    さらには、地域生活支援拠点等も面的整備型により整備し、緊急時対応や体験利用を通じて、

地域での安心、安全な生活を支援しています。 

    権利擁護に関する支援については、判断能力が十分でない人の権利擁護を推進するため、

遠野市、大槌町と共同で「釜石・遠野地域成年後見センター」を令和元年７月に設置しており、

成年後見制度について市民への普及啓発や市民後見人を養成するための研修事業等を推進

しています。 

    生活を支援するサービスの充実については、住まいの場となるグループホーム、地域での生

活を支援する生活介護事業所が、増設されています。 

障がいのある人のニーズの把握と福祉サービス提供の課題については、釜石大槌地域障が

い者自立支援協議会（以下「自立支援協議会」といいます。）において定期的に協議を行い、

関係機関のネットワーク強化に努めています。     

    併せて、施設入所者や精神科病院入院者の意向把握や地域移行についても、基幹相談支

援センターを中心に推進しています。 

 

基本目標Ⅱ「自立し、生きがいを持って生活できる環境づくり」について 

 

すべての障がい者が、自ら望む地域で自立した生活を営むためには、ライフステージに応じ

た一貫性・継続性のある適切な支援が切れ目なく行われることが重要であることから、自立支

援協議会において、子ども支援、就労支援、地域づくり、サービス構築についての部会を設置し、

課題についての協議や関係機関の連携を進めてきました。 

この中で、乳幼児期から青年期までの障がいのある子どもに切れ目ない支援をするための

サポートファイルの作成や高齢になった障がい者のスムーズな介護保険への移行など、障がい

者への一貫した支援体制が整えられてきました。 

また、医療的ケアを必要とする子どもの支援について、「医療的ケア児等の未来を考える会」

を設置し、保健、医療、福祉、教育等の関係者と当事者家族により、医療的ケア児とその家族が

直面する課題や対策について、検討を行っています。 

学齢期の子どもの教育・療育の推進については、特別支援学校や専門機関等との連携を強

化するとともに、放課後や長期休業中の活動の場として、放課後等デイサービス、日中一時支

援事業等による障がいのある子どもの居場所づくりに取り組んできました。 

しかしながら、放課後児童クラブにおける受け入れについては、まだ課題が残るため、今後も

継続・充実させていくことが求められています。 

就労支援については、就労支援ネットワークを強化し、取り組みを進めてきました。定期的な

就職相談会の開催や、障がい者雇用に熱心な企業、事業所の紹介などを実施し、障がい者の

一般就労の機会が少しずつ増えてきています。 
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  基本目標Ⅲ「ともに支え合って生活できる社会づくり」について 

 

    平成２３年の障害者基本法の改正により、「共生社会の実現」がうたわれています。障がいが

あっても、社会の構成員として役割を持ち、主体的にまちづくりに参加することのできる地域共

生社会の実現が求められています。 

障がいのある人の社会参加を阻害する要因の一つとして、障がいやその特性に対する理解

不足があり、法や条例の整備が行われてきました。当市においても、広報かまいしに「ふくしトピ

ック」を定期的に掲載し、障がい理解を促進する啓発活動を行ってきました。 

しかしながら、障がいがあることで嫌な思いを経験することがまだ多い状況にあり、引き続き

あらゆる機会を捉え啓発広報を推進していく必要があります。 

また、障がい特性に応じた情報のバリアフリー化にも取り組み、市から発送する封筒には、切

り欠きと音声コードを装着し、視覚に障がいのある方が容易に情報を得られるよう配慮しまし

た。 

さらに、令和３年６月に制定した「釜石市手話言語条例」に基づき、手話言語理解促進事業

を実施し、手話に対する理解、手話の普及、地域において手話を使用しやすい環境の構築に努

めています。 

防災・防犯対策については、避難行動要支援者個別避難計画の策定を進めてきましたが、

障がいに配慮した避難所の確保については、いまだ課題が残ります。今後も、関係機関と協議

を進め、新たな福祉避難所の指定などに取り組んでいく必要があります。 
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第２章 障がい者の状況  

 

１ 人口構成 

 

(1) 総人口、総世帯数の推移 

当市の総人口は、減少を続けており、国勢調査結果によると、平成１７年の４２，９８７人が令

和２年には３２，０７８人（△２５．４％）となっています。 

総世帯数は、核家族化が進むと同時に減少を続け、平成１７年の１６，９９４世帯が令和２年に

は１４，７２５世帯（△１３．４％）となっています。 

また、１世帯あたりの人員は、平成１７年の２．５３人が令和２年には２．１８人（△１３．８％）とな

り、世帯規模の縮小が進んでいます。 

 

■ 釜石市の総人口・総世帯数                                 （単位：人・世帯・％） 

区 分 平成１７年 平成２２年 平成２７年 令和２年 

総人口 
実 数 42,987 39,574 36,802 32,078 

増減率  △7.9 △7.0 △12.8 

総世帯数 
実 数 16,994 16,094 16,860 14,725 

増減率  △5.3 4.8 △12.7 

世帯一人あた

りの人員 

実 数 2.53 2.46 2.18 2.18 

増減率  △2.7 △11.4 0.0 

  資料：国勢調査 各年１０月１日 

 

(2) 年齢別人口の推移 

当市の総人口の推移を年齢別にみると、年少人口(０歳～14 歳)は、平成１７年の５，２２９人

が令和２年には２，９４９人(△４３．６％)と大幅に減少しています。 

生産年齢人口(１５歳～６４歳)も、平成１７年の２４，３４７人が令和２年には１６，１３４人(△３３．

７％)と大幅に減少しています。 

老年人口(６５歳以上)は、平成１７年の１３，４１１人が令和２年には１２，７７８人(△４．７３％)

に減少していますが、総人口に占める割合は４０．１％に増加しています。 

 

■ 釜石市の年齢別人口の推移                                     （単位：人・％） 

区 分 平成１７年 平成２２年 平成２７年 令和２年 

年少人口 

(０歳～14歳) 

実 数 5,229 4,436 3,649 2,949 

構成比 12.2 11.2 9.9 9.3 

生産年齢人口 

(15歳～64歳) 

実 数 24,347 21,359 19,994 16,134 

構成比 56.6 54.0 54.5 50.6 

老年人口 

(65歳以上) 

実 数 13,411 13,772 13,044 12,778 

構成比 31.2 34.8 35.6 40.1 

資料：国勢調査 各年１０月１日  
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２ 障がい者の状況 

 

    近年、国内における障がい者人口は年々増加傾向にあります。 

当市においては、身体障がい者数は年々減少していますが、これは人口減に比例しているも

のと考えられます。 

    知的障がい者及び精神障がい者については、微増傾向にあります。その要因として、現代社

会の環境要因による発達障がいの増加や、障がいに対する認識の広がりが言われており、当市

においても同様の傾向にあると考えられます。 

 

 (1) 身体障がい者（児） 

身体障害者手帳所持者数は、障がい区分で「肢体不自由」の占める割合が大きく、令和６年

度末で全体の約半数の４３．８％となっています。次いで、内部障がい、聴覚・平衡機能障がい、

視覚障がい、音声・言語・そしゃく機能障がいの順となります。 

等級別では、重度（１級・２級）が過半数を占めています。 

 

 ■ 障がい区分別身体障害者手帳所持者数                               （単位：人） 

年 度 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年 

視覚障がい 
１８歳未満 2 2 3 2 1 

１８歳以上 99 94 93 99 101 

聴覚・平衡機能 

障がい 

１８歳未満 3 3 3 3 2 

１８歳以上 132 127 126 127 138 

音声・言語・そしゃ

く機能障がい 

１８歳未満 0 0 0 0 0 

１８歳以上 24 22 18 17 16 

肢体不自由 
１８歳未満 11 10 11 12 11 

１８歳以上 659 650 622 606 573 

内部障がい 
１８歳未満 7 9 9 7 6 

１８歳以上 468 472 453 442 461 

合計 

１８歳未満 23 24 26 24 20 

１８歳以上 1,382 1,365 1,312 1,291 1,289 

合計 1,405 1,389 1,338 1,315 1,309 

                 資料：釜石市身体障害者手帳所持者台帳登録者数 各年度末現在 
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■ 等級別身体障害者手帳所持者数                                    （単位：人） 

年 度 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年 

１級 
１８歳未満 14 14 16 14 12 

１８歳以上 542 523 501 489 486 

２級 
１８歳未満 2 2 4 4 3 

１８歳以上 190 182 179 183 178 

３級 
１８歳未満 4 6 4 4 4 

１８歳以上 193 211 206 197 195 

４級 
１８歳未満 3 2 2 2 1 

１８歳以上 303 302 286 286 292 

５級 
１８歳未満 0 0 0 0 0 

１８歳以上 62 58 56 53 52 

６級 
１８歳未満 0 0 0 0 0 

１８歳以上 92 89 84 83 86 

合計 

１８歳未満 23 24 26 24 20 

１８歳以上 1,382 1,365 1,312 1,291 1,289 

合計 1,405 1,389 1,338 1,315 1,309 

                 資料：釜石市身体障害者手帳所持者台帳登録者数 各年度末現在 

 

  

 (2) 知的障がい者（児） 

療育手帳所持者数は、ほぼ横ばい傾向にあります。 

令和６年度では、A（重度）が３５．２％、B（中軽度）が６４．８％となっています。 

 

 ■ 療育手帳所持者数                                                  （単位：人） 

年 度 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年 

Ａ（重度） 
１８歳未満 9 10 9 5 10 

１８歳以上 112 108 104 107 105 

Ｂ（中軽度） 
１８歳未満 28 35 29 29 24 

１８歳以上 212 210 199 184 188 

合計 

１８歳未満 37 45 38 34 34 

１８歳以上 324 318 303 291 293 

合計 361 363 341 325 327 

 資料：釜石市療育手帳所持者台帳登録者数 各年度末現在 
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(3) 精神障がい者 

 

精神障害者保健福祉手帳所持者数は、増加傾向にあります。 

等級別人数は、令和６年度では、２級が６７．１％で最も多く、次いで、１級、３級となっており、中

度者が過半数を占めています。中度者が多いという傾向は、各年度とも同様となっています。 

 

■精神障害者保健福祉手帳所持者数                                    （単位：人） 

年 度 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年 

１級 45 45 53 53 65 

２級 164 176 207 186 218 

３級 43 45 49 39 42 

合計 252 266 309 278 325 

       資料：釜石市精神障害者保健福祉手帳所持者台帳登録者数 各年度末現在 

 

 

 (4) 難病患者 

 

    平成２５年４月の障害者総合支援法の改正で、制度の谷間の無い支援を提供する観点から、

障がい者の範囲に新たに難病等を含むこととし、１３０疾病が障がい福祉サービス等の対象と

なり、令和７年４月１日現在で３７６疾病に拡大されています。 
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一人ひとりに“居場所”と“役割”があり、すべての人を包み込む、

多様性が尊重されるまちづくり 

 

第３章 施策の方向 

 

１．基本理念  

 

第六次釜石市総合計画では、「一人ひとりが学びあい世界とつながり未来を創るまちかまい

し～多様性を認めあいながらトライし続ける不屈のまち～」を当市の目指す将来像として掲げて

います。 

また、障がい者福祉が目指す方向性そのものを示す考え方である「インクルージョン」とは、障

がいの有無などの違いに関わらず、すべての人が地域や社会の一員として、ともに参加し、とも

に生きることを大切にする考え方です。 

障がいがあるからといって排除するのではなく、違いを前提として受け入れ、障がいがあって

も誰もが自分らしく参加できる共生社会の実現を目指し、本計画の基本理念は次のとおりとし

ます。 

 

 

 

 

２ 基本目標 

 

    この計画の基本理念の「一人ひとりに“居場所”と“役割”があり、すべての人を包み込む、多

様性が尊重されるまちづくり」を実現するため、次の３つの基本目標を設定します。 

 

目標Ⅰ 障がい者の権利を守り、ともに生きる地域づくり 

 

障がいのある人一人ひとりの尊厳と権利が守られ、障がいの有無に関わらず、誰もが地域

の一員として、安心して暮らせる社会の実現を目指します。そのため、障がいを理由とする差

別の解消や合理的配慮の提供を進めるとともに、本人の意思を尊重した支援や権利擁護の

取組を推進します。 

また、障がいのある人が、自らの生活や社会参加について主体的に選択し、決定できるよ

う、相談支援体制や意思決定支援の充実を図ります。 

併せて、地域住民や関係機関との相互理解を深め、障がいのある人とない人が支え合い

ながら、ともに生きるインクルーシブな地域づくりを進めます。 
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【取り組みの基本方針】 

１．相談支援・権利擁護体制の充実 

２．相互理解の促進と社会参加活動の支援 

 

目標Ⅱ 安心して暮らし続けることのできる環境づくり 

 

障がいのある人が、住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるよう、生活の基

盤となる住まいや地域の支援体制の充実を図ります。本人の希望や生活状況に応じた住ま

いの確保や、地域移行を支援するとともに、地域生活支援拠点等をはじめとした支援体制の

整備・機能強化を進め、地域での暮らしを支える仕組みづくりに取り組みます。 

また、日常生活における不安や困難に対して、相談支援や見守り、防災・防犯体制の充実

を図り、緊急時にも切れ目のない支援が受けられる環境を整えます。 

併せて、ユニバーサルデザインの視点を取り入れ、誰もが安全で快適に暮らすことのでき

る地域づくりを進めることで、障がいのある人が地域の中で安心して生活を継続できる環境

の実現を目指します。 

 

【取り組みの基本方針】 

１．住まいの確保と地域生活支援 

２．防災、防犯体制の強化 

 

 

目標Ⅲ ライフステージに応じた切れ目のない支援体制づくり 

    

乳幼児期から学齢期、成人期、高齢期に至るまで、障がいのある人一人ひとりの状況や、

成長に応じた支援が途切れることなく提供される体制づくりを進めます。発達支援や就学・就

労、地域生活の継続、介護保険制度への円滑な移行など、それぞれのライフステージに応じ

た支援を関係機関が連携して行い、必要な支援につなげていきます。 

また、ライフステージの変化に伴う制度や支援の切り替わりにおいて、本人や家族が不安

を抱えることのないよう、相談支援やケアマネジメントの充実を図るとともに、支援をつなぐ共

通基盤の整備を進めます。人と人、制度と制度をつなぎながら、本人の意思を尊重した継続

的な支援を行うことで、障がいのある人が地域で自分らしい生活を送ることができる体制の

実現を目指します。 

 

【取り組みの基本方針】 

１．ライフステージに応じた支援体制 

２．切れ目のない支援を支える基盤づくり 
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３ 施策の体系 

 

 

 

              施策展開（１）権利擁護・虐待の防止 

              施策展開（２）障がいを理由とする差別の解消の推進 

              施策展開（３）適切な制度利用と意思決定支援 

 

 

 

              施策展開（１）多様性を尊重する共生社会に向けた意識啓 

発の推進 

              施策展開（２）コミュニケーション支援の充実 

              施策展開（３）社会参加活動の支援 

              施策展開（４）当事者活動の充実 

         

 

 

 

 

施策展開（１）住まいの選択肢の確保と地域移行の支援 

                                         施策展開（２）地域生活支援拠点等の整備と機能強化 

                                         施策展開（３）在宅生活を支援するサービスの充実 

                                         施策展開（４）ユニバーサルデザインのまちづくりの推進 

 

 

 

                                         施策展開（１）安心して暮らすことのできる防災対策 

                                         施策展開（２）防犯対策の支援 
 

 

 

 

 

                                         施策展開（１）乳幼児期における発達支援の基盤づくり 

                                         施策展開（２）学齢期における学校、家庭、地域をつなぐ支援 

                                         施策展開（３）成人期における地域生活、就労、日常生活の 

支援 

                                         施策展開（４）高齢期における介護保険制度との連携、移行 

 

 

 

                                          施策展開（１）切れ目のない相談支援体制の充実 

                                          施策展開（２）関係機関との連携 

                                          施策展開（３）支援をつなぐ人材の育成と定着支援 

目標Ⅰ 

 

障がい者の権利を守

り、ともに生きる地域

づくり 

基本方針１ 相談支援・権利擁護体制の充実 

基本方針２ 相互理解の促進と社会参加活動の支援 

目標Ⅱ 

 

安心して暮らし続ける

ことのできる環境づく

り 

基本方針２ 防災、防犯体制の強化 

基本方針１ 住まいの確保と地域生活支援 

目標Ⅲ 

 

ライフステージに応じ

た切れ目のない支援

体制づくり 

基本方針１ ライフステージに応じた支援体制 

基本方針２ 切れ目のない支援を支える基盤づくり 
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第４章 障がい者福祉の基本計画 

 

  

目標Ⅰ 障がい者の権利を守り、ともに生きる地域づくり 
 

 

      

基本方針１ 相談支援・権利擁護体制の充実 

 

【現状と課題】 

    障がいのある人が、地域の中で自分らしく生活し、社会の一員として尊重されながら暮らし

ていくためには、日常生活の中で生じる困りごとや不安、権利に関わる課題について、安心し

て相談できる体制と、適切な権利擁護の仕組みが重要です。 

    当市では、相談支援体制の整備や関係機関による支援を通じて、障がいのある人やその

家族を支える取り組みを進めてきました。 

    しかしながら、障がい特性や生活状況の多様化・複雑化により、支援ニーズは一層高度化

しており、本人の思いや意思が十分にくみ取られないまま、支援や意思決定が進められてしま

う恐れがあります。 

    本人の意思や選択を尊重した相談支援の充実や、権利擁護の視点を持った支援体制の

強化、関係機関が連携して支援につなぐ仕組みづくりが求められています。 

 

 

施策展開 

 

（１）権利擁護、虐待の防止                                                    

 

① 権利擁護に関する相談支援体制の充実 

 

    権利擁護に関する相談は、多様化・複雑化しており、虐待、差別、ハラスメント、財産管

理、医療・福祉サービスの利用、地域生活の困りごとなど、幅広い分野に及んでいます。 

基幹相談支援センターや相談支援事業所等の関係機関と連携し、障がいの有無に

かかわらず、すべての人が、地域社会の一員として尊厳をもって自立した生活を営むこと

ができるよう、相談支援体制の一層の充実を図り、障がいのある人が抱える不安や権利

侵害のリスクに適切に対応します。 

 

② 虐待の防止 

 

    障がい者虐待は、家庭、福祉施設、職場等さまざまな場面で生じる可能性があり、身

体的虐待、心理的虐待、放置・ネグレクト、経済的虐待、権利制限に至るまで、多様な形
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態があります。 

    これらのリスクの未然防止と早期発見に取り組む体制を整備する必要があるため、障

がい者虐待防止センターの機能を充実させ、相談受付体制や通報体制を明確化すると

ともに、関係部署、関係機関との連携を強化し、迅速かつ適切な対応に努めます。 

 

（２）障がいを理由とする差別の解消の推進                                       

 

 ① 障がい者に対する不利益な取扱いの解消 

 

「障害者差別解消法」や「障がいのある人もない人も共に学び共に生きる岩手県づく

り条例」に基づき、障がいを理由とする不当な差別を解消し、すべての市民がお互いに

人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目指します。 

    これらの法律等の普及啓発を図るとともに、不利益な取扱いに対応する相談や、虐待

に関する通報、相談に迅速かつ適切に対応できるよう、相談支援体制を強化します。 

 

② 合理的配慮の推進 

    障がいのある人が、社会のあらゆる場面で不利益を受けることなく生活できるよう、合

理的配慮の推進に取り組みます。相談体制の整備と周知、行政機関や事業者への研修

等を通じ、適切な対応が地域に定着するよう取り組みます。 

 

（３）適切な制度利用と意思決定支援                                            

 

 ① 成年後見制度の適切な利用 

    判断能力が不十分なことにより、生活上の不利益を受けるおそれがある障がいのあ

る方の権利が守られ、安心して生活できるよう、釜石・遠野地域成年後見センターと連

携し、重層的支援体制整備事業を活用した包括的な相談支援の中で、相談、申立支援

から利用後のフォローアップまで、成年後見制度の適正な利用を促進します。 

    また、日常生活自立支援事業との役割分担や連携を図りながら、本人の判断能力や

生活状況に応じた支援を段階的に提供するとともに、親族による申立てが困難な場合

には、市長による成年後見制度審判申立を適切に活用し、必要な人が制度を利用でき

るよう支援します。 

 

 ② 本人の思いを大切にした意思決定支援の推進 

 

    障がいのある人が、自らの生活や将来について、十分な情報を得たうえで、自分の意

思に基づき選択・決定できるよう、意思決定支援の取組を推進します。支援にあたっては、

本人の理解の状況や障がい特性に配慮し、やさしい言葉や視覚的な情報提供、選択肢

の提示方法の工夫、体験機会の確保、家族・支援者との連携等を通じ、障がいのある人

が自らの意思を形成・表明しやすい環境を整えます。 
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基本方針２ 相互理解の促進と社会参加活動の支援 

 

【現状と課題】 

障がいのある人が、地域で安心して生活し、社会の一員としてさまざまな分野の活動に参

加するためには、障がいに対するただしい理解の促進と、社会参加の機会の確保が重要で

す。 

当市においても、各種啓発活動や当事者団体の取り組み、地域行事への参加支援などを

通じて、相互理解の促進に努めてきました。 

また、障がいのある人が、社会のあらゆる分野の活動に参加するためには、必要な情報を

十分に取得、利用できることや、円滑な意思疎通が確保されることが極めて重要です。 

障がいのある人とない人が日常的に関わり合える機会を広げるとともに、情報アクセシビリ

ティの向上や意思疎通支援の充実を図り、当事者の主体的な社会参加を支える環境整備と、

継続的な理解促進の取り組みを進めていく必要があります。 

 

 

施策展開 

 

（１）多様性を尊重する共生社会に向けた意識啓発の推進                           

 

 ① 障がいや障がいがある人に対する理解の促進 

 

          障がいのある人に対する理解を深め、誰もが安心して暮らせる共生社会を実現する

ため、広報かまいしへの定期的な「ふくしトピック」の掲載、ホームページでの情報発信、

学校や地域での学習機会など、多様な手法を活用し、市民への障がい理解を促進しま

す。 

 

 ② 障がいのある人と市民の交流の場づくり 

 

    釜石市ふれあい福祉まつりの開催を通じ、障がいのある人と市民が互いに交流し、理

解を深められる機会を広げ、地域全体でつながりを育む場づくりを推進します。 

 

（２）コミュニケーション支援の充実                                               

 

 ① 情報アクセシビリティの向上 

          障がいがある人が、必要な情報に確実にアクセスできるよう、各種のサービス情報や

施設情報、団体情報、イベント情報など、さまざまな情報資料について、やさしい日本語、

点字や音声読み上げ対応、手話など、多様な手段での情報提供に取り組みます。 

          また、市ホームページについては、どのような環境の人でも利用しやすく分かりやすい

構成となるよう制作・更新に努めます。           
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② 意思疎通支援者の派遣体制の整備と人材の養成 

 

          聴覚に障がいがある人の自立や、社会参加を一層推進するため、手話通訳者、要約

筆記者などの意思疎通支援者の派遣体制の充実に努めます。 

また、養成研修の実施や活動機会の確保を通じて、地域における支援者の確保・育

成を進めます。 

 

③ 手話言語施策の推進 

 

          当市では、手話が言語であるとの認識に基づき、手話に対する理解及び手話の普及

並びに地域において手話を使用しやすい環境を構築するため、令和３年６月２５日に

「釜石市手話言語条例」を制定、施行しています。 

          また、令和７年６月２５日には、「手話に関する施策の推進に関する法律」が、施行され

ています。 

          ろう者とろう者以外の者が共生することのできる地域社会を実現するため、手話言語

に関する施策を総合的かつ計画的に推進します。 

 

（３）社会参加活動の支援                                                     

  

① 生涯学習活動等への参加の推進 

 

障がいのある人が、年齢や障がいの特性に関わらず、生涯に渡って学びや文化、スポ

ーツ活動等に参加できるよう、生涯学習活動等への参加を促進します。 

障がいの特性に配慮した学習環境や障がいスポーツの推進、情報提供を進め、関係

機関と連携しながら、地域の中で学び続けられる機会の充実を図り、学ぶ機会を通じて、

知識や経験を深めるとともに、自己実現や社会参加につながるよう、支援を行います。 

 

（４）当事者活動の充実                                                       

 

① 障がいのある人自身による主体的な活動への支援  

 

     障がいのある人やその家族が、自らの経験や思いを活かし、地域で主体的に活動で

きるよう、障がい者団体や支援者等が行う自発的な活動に対する助成を行うとともに、

活動の場づくりや機会の確保、情報提供等を通じて、当事者が社会参加や発信を行い

やすい環境づくりを進めます。 

 

② 学校での交流や体験学習の推進 

 

          子どもの頃から障がいや多様性への理解を深めるため、学校における交流や体験の

機会を推進します。障がいのある人との関わりを通じて、互いを尊重し合う意識を育み、
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共に生きる社会の実現につなげます。 

  

③ ボランティア活動の促進とボランティアの育成 

 

          障がいのある人の社会参加を支えるため、ボランティア活動への参加促進と人材の

育成に取り組みます。社会福祉協議会等の関係機関と連携し、活動内容の周知や研修

機会の充実を図り、地域における支え合いの輪を広げます。 
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目標Ⅱ 安心して暮らし続けることのできる環境づくり 
 

 

 

基本方針１ 住まいの確保と地域生活支援 

 

【現状と課題】 

障がいのある人が、自らが望む地域で安心して暮らし続けるためには、本人の状況や希望

に応じた住まいの確保と、日常生活を支える地域生活支援の充実が不可欠です。当市にお

いても、グループホームの整備や在宅サービスの提供、相談支援体制の構築などを通じて、

地域生活への移行や定着に向けた取組みを進めてきました。 

しかしながら、障がいの重度化・高齢化や、支援ニーズの多様化により、希望する住まいの

確保が困難なケースや、支援体制が十分に行き届かない状況も見受けられます。 

また、入所施設から地域生活への移行や、ひとり暮らしへのチャレンジに不安を抱える方も

多く、住まいに関する相談や段階的な支援の充実が求められています。 

当市においては、障がい福祉を所管する部署だけでなく、市内８カ所に設置された総合相

談窓口である各地区生活応援センターや地域包括支援センターなどの相談窓口を有機的

に結び、基幹相談支援センターや相談支援事業所と連携し、ニーズに応じた支援に結びつけ

ています。 

今後は、障がいのある人が、自ら選択した住まいで安心して生活できるよう、住まいの多様

な選択肢の確保とともに、関係機関の連携を強化し、平時から緊急時まで、切れ目のない支

援体制の構築を進めていく必要があります。 

 

 

施策展開 

 

（１）住まいの選択肢の確保と地域移行の支援                                     

 

① グループホームの整備の推進と移行支援への活用 

 

    障がい者の地域における居住の場の一つとして、日常生活上の介護や相談援助等を

受けながら共同生活するグループホームの整備をサービス事業者と連携して推進しま

す。 

    また、居住の場としての機能に加え、重度化・高齢化への対応、緊急時の支援、地域

生活への移行支援など、多様な役割を果たせるよう、機能の強化を図ります。 

 

（２）地域生活支援拠点等の整備と機能強化                                     
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① 緊急時の受入れ・支援体制の構築 

 

    障がいのある人が、地域で安心して生活を継続できるよう、急な体調悪化や家族介

護者の不在、トラブル発生時などの緊急時に迅速かつ適切な支援を行う地域生活支援

拠点等の機能の充実を図ります。 

    緊急時の受入れや相談対応が確実に行えるよう、基幹相談支援センター等の関係機

関との連携を強化し、平時から支援につながる仕組みづくりを進めます。 

 

② 体験利用や短期入所との接続 

 

    障がいのある人が、地域での生活を安心して体験できるよう、地域生活支援拠点等

を活用した体験利用や短期入所の機会を関係機関と連携して提供し、施設入所者や精

神科系病院長期入院者の地域生活への移行や、ひとり暮らしへのステップを支援しま

す。 

 

（３）在宅生活を支援するサービスの充実                                         

 

① 在宅生活の支援 

 

    障がいのある人が、住み慣れた地域で安心して在宅生活を継続できるよう、障害福

祉サービスの充実を図ります。 

    居宅介護や重度訪問介護、同行援護、行動援護などの訪問系サービスをはじめ、短

期入所や日中活動系サービスを適切に組み合わせ、個々の障がい特性や生活状況に

応じた支援につなげていきます。 

    また、サービスの安定的な提供に向けて、参入を希望する事業者を適切に支援し、提

供体制の確保と質の向上に努めます。 

 

② 家族介護者等への支援 

 

    障がいのある人を在宅で支える家族介護者等が、安心して介護を継続できるよう、レ

スパイト支援の充実を図ります。短期入所等のサービスの利用により、介護者の心身の

負担軽減や緊急時の備えにつなげるとともに、必要な時に適切な支援が受けられる体

制づくりを進めます。 

 

（４）ユニバーサルデザインのまちづくりの推進                                     

 

① ユニバーサルデザインの普及・啓発の推進 

 

    ユニバーサルデザインのまちづくりは、市民一人ひとりが、互いの違いや個性等に気

づき、理解し合うことから始まります。このことから、あらゆる機会を啓発の場ととらえ、年
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齢、性別、障がいの有無に関わらず、誰もが心地よく利用しやすいユニバーサルデザイ

ンの考え方を普及・啓発する活動に努めます。 

 

② 情報のユニバーサルデザイン化の推進 

      

    障がいのある人に必要な情報が伝わるよう、各種情報の発信にはユニバーサルデザ

インの考え方を取り入れ、誰もが分かりやすい情報提供を行うよう取り組みます。 

    また、誰もが情報を理解できるよう、情報通信技術や手話通訳等の多様な伝達手段

を活用して情報を提供します。 
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基本方針２ 防災、防犯体制の強化 

 

【現状と課題】 

      障がいのある人が、地域で安心して暮らし続けるためには、平時の防犯対策と災害時の安  

全確保が不可欠です。 

当市においても、防犯パトロールや見守り活動、避難訓練、福祉避難所の整備など、地域

の安全・安心の確保に向けた取組みを進めてきましたが、障がいの特性や生活環境に応じた

防災・防犯対策には、まだまだ課題が山積しています。 

特に、避難所への移動や避難行動、緊急時の情報入手や意思疎通支援に課題があり、災

害時や犯罪被害時に必要な支援がすぐに提供できない恐れがあります。 

今後は、地域の防犯・見守り活動や、防災体制の強化とともに、障がい特性に応じた避難

支援や情報提供体制の充実、地域住民や関係機関との連携をさらに深め、誰もが安心して

暮らせる地域づくりを進めていく必要があります。 

 

 

施策展開 

 

（１）安心して暮らすことのできる防災対策                                        

  

 ① 防災に関する意識づくりの推進 

 

          障がいのある人やその家族が、災害時に備えて日頃から防災への意識を高められる

よう、わかりやすい情報提供や啓発を進めます。 

          関係機関と連携し、防災訓練や防災講座等の機会を通じて、地域全体で支え合う防

災意識の醸成を図ります。 

 

       ② 災害時の支援体制づくりの推進 

 

          地域の民生委員や社会福祉協議会との連携により避難行動要支援者の把握に努め

るとともに、避難行動要支援者個別避難支援計画の策定を進め、地域や消防団との情

報共有及び協働により素早く安全に避難できる体制づくりを支援します。 

          また、地域住民が普段から交流や訓練等を通じて、災害時等に支援が必要な人に的

確な対応ができるよう、地域での避難支援体制づくりを支援します。 

 

       ③ 障がいに配慮した避難所の確保と避難所での生活支援の推進 

 

          災害時においても、障がいのある人が安心して避難し、生活を継続できるよう、障がい

特性に配慮した避難所の確保と運営体制の充実を図ります。 

          新たな福祉避難所の指定について関係機関と協議を進めるとともに、避難所におけ
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るプライバシーへの配慮、医療的ケアや補装具への対応など、多様なニーズに応じた生

活支援を推進します。 

          また、オストメイトをはじめ、日常的に医療的配慮を必要とする人については、ストーマ

装具等の必要物品の避難所でのセルフ備蓄の重要性について周知・啓発を行うととも

に、災害時用のオストメイトトイレを備蓄するなどして、避難所においても適切な支援が受

けられる環境づくりに努めます。 

   

④ 防災情報のアクセシビリティ確保 

 

    災害時において、障がいのある人を含むすべての市民が、迅速かつ的確に行動する

ためには、必要な防災情報を確実に取得し、理解できる環境を整えることが重要です。

このため、避難情報や緊急情報について、やさしい日本語の活用や多様な情報提供手

段を組み合わせるとともに、手話による情報提供や意思疎通支援を含めた情報アクセ

シビリティの確保に努めます。 

 

（２）防犯対策の支援                                                         

      

       ① 防犯対策の充実 

 

          障がいのある人が安心して暮らせるよう、町内会、民生委員、釜石市防犯協会、警察

などと連携した防犯体制づくりを推進するとともに、聴覚障がいや発話障がいにより電

話を使用することが困難な障がい者が、携帯電話から緊急通報を行うことができる１１０

番アプリシステムや NET１１９の周知に努めます。 

また、障がい者が振り込め詐欺などの特殊詐欺や悪質商法などの消費者トラブルに

巻き込まれないよう啓発活動に取り組みます。 

 

       ② 消費者被害防止に向けた見守りと支援の推進 

 

          障がいのある人が、悪質商法や詐欺などの消費者被害にあうことを防ぐため、消費生

活相談体制を確保し、地域や関係機関との連携を図り、日常的な見守りや早期発見に

努め、本人や家族、支援者に対する啓発や情報提供を行い、消費者トラブルの未然防

止と被害の拡大防止を図ります。 



- 26 - 

  

目標Ⅲ ライフステージに応じた切れ目のない支援体制づくり 
 

 

基本方針１ ライフステージに応じた支援体制 

 

【現状と課題】 

    障がいのある人が、地域で安心して暮らし続けるためには、乳幼児期から高齢期に至るま

で、ライフステージに応じた切れ目のない支援体制の構築が重要です。当市では、母子手帳

交付時から保護者への丁寧な関わりを重要視し、保健師が中心となり子育てに対するフォロ

ーアップ等に取り組み、発達支援や教育、就労支援、地域生活支援など、各段階に応じた取

組みを進めてきました。 

    一方で、進学や就労、住まいの変更などの節目において、支援が途切れたり、必要な支援

につながりにくい状況もみられます。また、障がいの重度化や医療的ケアへの対応、家族介護

者の高齢化、親亡き後への不安など、ライフステージの進行に伴い、支援ニーズは多様化・複

雑化しています。 

    今後は、乳幼児期から学齢期、成人期、さらには高齢期までを見据えた支援のつながりを

重視し、相談支援を中心とした、切れ目のない支援体制の構築を進める必要があります。 

 

 

施策展開 

 

（１）乳幼児期における発達支援の基盤づくり                                     

 

① 早期発見・早期支援体制の充実 

 

    乳幼児期における発達の遅れや特性に早期に気づき、適切な支援につなげることは、

その後の成長や生活の安定にとって、とても重要です。 

    乳幼児健診や保育所・幼稚園等における日常的な見守りを通じて、発達に関する気

づきを早期に把握し、必要に応じて専門的な支援へ円滑につなぐ体制の充実を図りま

す。 

 

② 児童発達支援の充実 

 

    障がいのある子どもや発達に支援が必要な乳幼児が、身近な地域で適切な支援を

受けられるよう、児童発達支援センターを設置し、児童発達支援の充実を図ります。子ど

もの発達段階や、特性に応じた支援が提供されるよう、支援内容の質の向上を図るとと

もに、専門職の配置や人材育成を進めます。 

また、保護者への相談支援や家庭への助言を通じて、子どもの育ちを家庭とともに支
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える体制を整えます。 

 

③ 保育所等訪問支援の活用  

 

    発達に支援が必要な子どもが、保育所や幼稚園等において、安心して集団生活を送

ることができるよう、保育所等訪問支援の活用を進めます。専門職が保育所等を訪問し、

子どもの特性に応じた関わり方や環境調整について助言を行うことで、子どもの育ちを

支えるとともに、保育現場における支援力の向上を図ります。 

    また、保護者や関係機関との連携を通じて、園での様子や支援内容を共有し、家庭と

園が一体となった支援につなげます。 

    併せて、就学を見据えた支援の継続や引継ぎを意識し、切れ目のない発達支援体制

の構築を進めます。 

 

④ 保護者・家族への相談支援 

 

    発達に関する不安や悩みを抱える保護者が、孤立することなく安心して子育てに向き

合えるよう、相談支援や情報提供の充実を図ります。子どもの発達特性や支援の方法に

ついて、わかりやすく伝えるとともに、保護者の気持ちに寄り添った支援を行います。 

    また、保健、医療、福祉、教育等の関係機関が連携し、保護者が必要な支援につなが

りやすい体制を整えます。併せて、保護者同士が交流し、経験や思いを共有できる場の

提供などを通じて、育児不安の軽減と子育ての継続を支えます。 

 

⑤ 就園・就学を見据えた移行支援 

 

    子どもの育ち方や暮らしの様子、子育て中の家族の思いを一冊のファイルに記録し、

子どもに合う支援や気配りが切れ目なく継続して受けやすくなるように、自立支援協議

会子ども支援部会においてサポートファイル「ぽけっと」を作成しています。 

発達に支援が必要な子どもが、安心して学校生活を送ることができるよう、「ぽけっ

と」を活用し、就学に向けた支援と引継ぎの充実を図ります。 

また、保健・医療・福祉・教育等の関係機関が連携し、児童発達支援や保育所・幼稚

園等で積み重ねてきた支援内容を適切に引き継ぐことで、就学時の環境変化による不

安や負担の軽減を図ります。 

 

⑥ 医療的ケア児への早期支援体制 

 

    医療的ケアを必要とする子どもが、乳幼児期から安心して生活し、成長していくため

には、早期からの切れ目のない支援体制の構築が重要です。 

    釜石・大槌地域においては、「医療的ケア児の未来を考える会」を設置し、保健、医療、

福祉、教育等の関係者と当事者家族により、医療的ケア児とその家族が直面する課題

や対応策について検討を行っています。医療的ケア児コーディネーターを設置し、医療機
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関と連携した取り組みを進め、出生時や治療段階から必要な支援につなげるとともに、

在宅生活や地域での育ちを支える体制の充実を図ります。 

 

（２）学齢期における学校、家庭、地域をつなぐ支援                                 

 

① 学校・家庭・福祉・医療の連携体制の構築 

 

          学齢期にある障がいのある子どもが、障がいの有無にかかわらず、ともに学び、ともに

育つ環境の中で、安心して学校生活を送るためには、インクルーシブ教育の理念に基づ

き、学校、家庭、福祉、医療が相互に連携した支援体制の構築が重要です。 

          関係機関が、子どもの状況や必要な配慮について共通理解を持ち、それぞれの役割

を生かしながら、継続的な支援を行う体制の整備を進めます。 

 

       ② 特別支援教育と福祉サービスの連携強化 

 

          障がいのある児童生徒が、それぞれの特性やニーズに応じた学びと生活支援を受け

ながら、安心して学校生活を送ることができるよう、特別支援教育と福祉サービスの連

携強化を図ります。学校における教育的支援と、放課後等デイサービスや日中一時支援

等の福祉サービスが相互に連携し、子どもの成長や課題を共有しながら、切れ目のない

支援につなげていきます。 

また、個別の教育支援計画や支援内容を踏まえ、関係機関が協働して支援の方向性

を確認するとともに、家庭への情報共有や相談支援を充実させます。 

          併せて、子どもの発達段階や生活状況に応じて、必要な支援が適切なタイミングで提

供されるよう、学校と福祉サービスとの連携体制の構築を進めます。 

 

       ③ 放課後・長期休業中の居場所づくり 

 

障がいのある子どもが、放課後や長期休業中においても安心して過ごし、地域の中で

人との関わりや社会性を育むことができるよう、身近な地域における居場所づくりとして、

放課後等デイサービスや日中一時支援など、多様な居場所の確保を図ります。 

 

       ④ 保護者・家族への相談支援 

 

          学齢期にある障がいのある子どもの保護者や家族が、子育てや学校生活に関する不

安や悩みを一人で抱え込むことなく、安心して相談できるよう、相談支援体制の充実を

図り、学校や福祉、医療等の関係機関と連携し、子どもの状況に応じた助言や情報提供

を行うとともに、必要な支援につなげます。 
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（３）成人期における地域生活、就労、日常生活の支援                              

 

① 就労支援ネットワークの強化と総合的な相談支援とコーディネートの充実 

 

          障がいのある人が、希望や能力に応じて就労し、地域で安定した生活を送ることがで

きるよう、市、ハローワーク、各相談機関、就労支援サービス事業者、職業訓練協会等の

就労支援に関わる関係機関によるネットワークを強化し、総合的な相談支援とコーディ

ネート機能の充実を図ります。 

また、就労した人を継続的に支援するため、障がい者就業・生活支援センターと必要

によってはジョブコーチの活用によりきめ細かな支援に努めます。 

 

② 企業等における障がい者雇用の推進 

 

          事業主に障がい特性や施策及び制度について理解してもらうため、障がい者雇用に

関する研修会等を開催するとともに、市内の企業や事業所を訪問し、障がい者雇用につ

いての啓発を行います。 

          企業に対しては、障がい者雇用に関する助成制度や、国等における支援施策につい

ての情報提供を行うとともに、助成制度を活用するための助言や手続きの支援等をハロ

ーワークと連携して行っていきます。 

また、障がいのある人を雇用している企業等に対して、障がいの特性などに応じた働

きやすい環境を整備していくよう、障がい者就業・生活支援センターと連携して相談やア

ドバイスを行う仕組みづくりを進めます。 

      

       ③ 行政機関での障がい者雇用の推進 

 

市での障がい者雇用の推進を図るため、正規職員をはじめ、会計年度任用職員につ

いても積極的に障がい者の雇用に努めるとともに、個々の障がいの特性に応じた適正

な雇用管理を行います。 

          また、職員募集にあたっては、パソコンによる筆記試験の実施や、口述面接での手話

通訳や要約筆記の派遣等、障がい種別にとらわれない募集を行います。 

 

       ④ 就労に向けた訓練・実習等の充実 

 

企業等での一般就労を目指す方が、企業が求める知識・技能などを身につけるため

に、就労移行支援事業を推進します。  

また、就業後は、障がい者就業・生活支援センターと就労移行支援事業所が職場で

の直接支援や助言を行い、一般就労した障がいのある方の職場定着支援を推進しま

す。 
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⑤ 福祉的就労の充実 

 

    現在、当市においては４カ所の就労継続支援事業所が運営されています。障がい者

就労施設の安定した運営は、障がい者本人の経済的な基盤の確立とともに、就労意欲

の向上にもつながるものであることから、就労継続支援事業所での生産業務の拡大と

工賃の確保が図られるよう支援します。 

    また、障がい者が活躍できる就労機会の多様化や、農業、水産業の支え手の拡大に

向け、農福連携や水福連携を支援します。 

    さらに、障がいのある人の就労機会の確保と工賃向上を図るため、「国等による障害

者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律」に基づき、当市においても、

毎年度、障がい者就労施設等優先調達方針を定め、取り組んでいます。今後も、全庁的

な取り組みとして、官公需における受注機会拡大の浸透を図ります。 

 

（４）高齢期における介護保険制度との連携、移行                                 

  

① 障がい者の高齢化への対応 

 

   障がいのある人の高齢化に伴い、身体機能や健康状態、生活上の課題が変化するこ

とを踏まえ、本人が住み慣れた地域で安心して生活を継続できるよう、障がい福祉サー

ビスと介護保険制度の円滑な連携を図ります。 

 

② 介護保険制度への円滑な移行と安心できる支援の継続 

 

    ６５歳に到達する前から障害福祉サービスを利用してきた人は、原則として６５歳に到

達した時から介護保険サービスが優先されることになります。 

    高齢期を迎えた障がいのある人が、障がい福祉サービスから介護保険サービスへ移

行する際に、不安や混乱を感じることなく、これまでの生活を継続できるよう、円滑な移

行支援を行うとともに、必要に応じて障がい福祉サービスとの併用も含めた柔軟な支援

を行います。 

 

③ 相談支援専門員とケアマネジャーの連携による切れ目のない支援 

    介護保険制度移行後も支援が途切れることのないよう、相談支援専門員と介護保険

のケアマネジャーが連携し、情報共有や役割分担を行う体制を整えます。 
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基本方針２ 切れ目のない支援を支える基盤づくり 

 

 

【現状と課題】 

ライフステージごとの支援を切れ目なく提供するためには、各段階の支援をつなぐ共通の

基盤を整備することが不可欠です。当市では、相談支援体制の充実や関係機関の連携、情

報提供の工夫など、支援を支える基盤づくりに取り組んできました。 

しかしながら、制度や分野ごとに支援体制が分かれていることから、支援に関する情報共

有や引継ぎが十分でない場合があり、ライフステージの移行時に支援が分断されるおそれが

あります。 

また、障がいの重度化・高齢化、医療的ケアへの対応、家族介護者の高齢化などにより、支

援ニーズは複雑化しており、分野横断的な連携や専門性を備えた人材の確保・育成が一層

求められています。 

こうした課題をふまえ、相談支援を中心とした連携体制の強化や情報の共有、活用の仕組

みづくりなど、ライフステージごとの支援を確実につなぐ基盤の充実が課題となっています。 

   

 

施策展開 

 

（１）切れ目のない相談支援体制の充実                                         

 

① 相談支援体制の充実 

   

    障がいのある人が、身近な地域で自立した生活を送るため、自らの決定に基づき

個々の生活上の課題やニーズに応じて適切な障がい福祉サービスを利用できるよう、一

緒に考え、各サービスの調整をする「相談支援事業」の充実を図る必要があります。 

当市では、基幹相談支援センターと市町村相談支援事業を委託し、専門の相談員が

さまざまな障がいにおける各種の相談やサービスの利用調整を行っています。 

今後も、基幹相談支援センターを中心に、相談支援専門員等が本人の意向を丁寧に

くみ取り、乳幼児期から高齢期に至るまでの生活全般を見据えた継続的な支援を行う

ことで、切れ目のない支援の実現を目指します。 

また、地域生活支援拠点等の機能の強化を図り、緊急時の受入れや体験利用、短期

入所等への円滑な接続を図るとともに、関係機関との情報共有や引継ぎを進め、制度

や分野をまたいだ支援の調整を行います。 

 

② ケアマネジメントの充実 

 

障がいのある人が、住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるよう、本人

が自らの生活や将来について、主体的に考え、選択・決定できるよう支援する視点を重
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視したケアマネジメントの充実を図ります。本人の意向や生活状況、障がい特性を丁寧

に把握し、強みや可能性を生かした支援につなげることで、自己決定を尊重した生活の

実現を目指します。 

     

③ 障がい福祉コーディネーターの設置と役割の強化 

 

    ライフステージの変化に伴う支援の分断を防ぎ、障がいのある人やその家族が安心し

て地域で暮らし続けられるよう、当市では支援をつなぐ役割を担う「障がい福祉コーディ

ネーター」を設置しています。 

    障がい福祉コーディネーターは、医療的ケア児コーディネーターとしての役割も担い、

医療・保健・福祉・教育等の関係機関との連携を図り、在宅生活や就園・就学等に向け

た調整を行い、家族の不安軽減と支援体制の構築に取り組みます。 

    さらに、自立支援協議会の事務局として、地域における課題の把握や関係機関の連

携促進、支援体制の検討を行い、協議会の円滑な運営を進める役割も担います。 

    地域全体の支援力の向上を図るため、障がい福祉コーディネーターの設置を継続し、

ライフステージごとの支援とそれをつなぐ基盤の双方を支える役割を強化します。 

 

④ ひきこもり等への支援 

 

    社会的に孤立しがちなひきこもり状態にある人や、その家族が、安心して相談し、必要

な支援につながることができるよう、当市においては「アウトリーチ等を通じた継続的支

援事業」を釜石市社会福祉協議会に委託し、相談窓口「つながる窓口あすから」を設

置しています。 

関係機関と連携した支援体制の充実を図り、本人の状況や思いを尊重しながら、相

談支援や情報提供を行い、段階に応じた社会参加や地域とのつながりを持てるよう、伴

走支援します。 

 

（２）関係機関との連携                                                        

 

① 地域障がい者自立支援協議会の役割強化 

 

    福祉・保健・医療・教育等の障がい者の支援に携わる関係者が課題を協議し、住み

慣れた地域で安心して生活できる支援体制を構築することを目的に、大槌町と共同で

「釜石大槌地域障がい者自立支援協議会」を設置しています。 

地域における支援体制の課題を共有し、関係機関の連携を促進する中核的な場とし

て、自立支援協議会の役割強化を図ります。 

また、分野や制度を超えた意見交換や情報共有を通じて、関係機関同士の連携を深

め、ライフステージごとの支援や緊急時の対応、地域生活支援の円滑な推進を図りま

す。 

併せて、部会やワーキンググループ等の機能を活用し、地域の実情に応じた取組みを
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進めることで、切れ目のない支援を支える共有基盤としての機能を一層高めます。 

 

       ② 関係機関との連携の推進 

         

          障がいのある人が、心身の状態の変化や生活上の課題に応じて、住み慣れた地域で

安心して暮らし続けるためには、分野や制度を超えた関係機関の連携強化が重要です。

保健・医療・福祉・介護・就労等の関係機関が連携し、精神障害にも対応した地域包括

ケアシステムの推進を図るとともに、地域生活を支える体制の充実に取り組みます。 

          また、施設入所者や条件が整えば退院可能な精神科系病院の長期入院者が、地域

での生活へ円滑に移行できるよう、医療機関、サービス事業所、基幹相談支援センター

や相談支援機関等が連携し、地域移行支援および地域定着支援を進めます。 

          関係機関が相互に役割を果たしながら、連携を深め、切れ目のない支援を支える共

通基盤の充実を図ります。 

   

     ③ 将来を見据えたサービス提供基盤の整備検討 

 

        将来的なニーズの変化等を見据え、必要に応じて障害福祉サービス提供基盤の整備

や新たな施設整備を含めた支援体制の充実について検討します。 

        また、人口減少社会の進行に伴い、事業所間の連携や協働など、多様な選択肢につ

いても関係者と丁寧に協議しながら、地域の実情に応じた持続可能な支援体制の構築

を進めます。 

 

（３）支援をつなぐ人材の育成と定着支援                                         

 

① 人材確保・育成の推進 

 

障がい福祉サービスを安定的かつ継続的に提供するためには、支援を担う人材の確

保と育成が不可欠です。関係機関や事業者と連携し、障がい福祉の仕事の魅力発信や

研修機会の充実を図るとともに、働き続けやすい環境づくりを支援します。 

併せて、専門性の向上や人材の定着を促進し、切れ目のない支援を担う持続可能な

人材基盤の構築を目指します。 
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第５章 計画推進に向けた関係機関等との連携 

 

１ 計画の推進体制 

 

  （１）庁内における計画の推進  

 

計画の推進にあたっては、障がい者（児）の福祉施策の方向性を示すものであることから、

関係が広範囲にわたり、庁内の機関等と整合性を図る必要があります。 

このことから、関係各課との連携を図りながら計画の実施に取り組むとともに、障がい福祉、

特に難病・発達障がいなどに関する関心や理解を深めてもらうため、保育所・幼稚園・小中

学校などの教育機関、老人クラブやボランティア団体など地域の関係機関と連携をとりなが

ら、福祉教育を推進します。 

また、市の広報紙やホームページ等を利用して、障がい福祉に関する情報の提供を行い、

障がいのある人が気軽に利用しやすい体制の整備を行います。 

障がいのある人からのニーズの把握については、相談支援専門員と連携し、障がいの種

別に応じた総合的な支援体制が取れるよう事業の充実を図ります。 

成年後見制度・日常生活自立支援事業の活用の啓蒙及び関係機関との連携強化を図る

ことにより、障がいのある方が安心して生活できるような制度利用を進めます。 

「障害者虐待防止法」や「障害者差別解消法」及び「障がいのある人もない人も共に学び

共に生きる岩手県づくり条例」の推進により、障がいのある人に対する誤解や偏見など、理解

不足による不利益な取り扱いを解消するため関係機関と連携し、解消に努めます。 

 

  （２）地域における各種団体、民間企業との連携 

 

本計画は、地域全体で障がい者を支え合う力を高める観点から、障がい者関係団体、福

祉サービス事業者、保健・医療関係者、企業等の支援のネットワークが必要となります。 

 地域の障がい福祉ネットワークの核となる自立支援協議会を中心に協議を進め、多方面

からの意見・提案を踏まえながら、計画を推進していきます。 

 障がいのある人の雇用についての理解を深めるため、関係機関との連携を図りながら新

たな雇用の場の確保に努めます。 

 

  （３）県及び大槌町との連携 

 

この計画の推進にあたっては、サービスの調整や効果的なサービス提供基盤の整備、人材

の育成、就労支援など、広域的な対応が必要となります。そのため、障がい保健福祉圏域を

構成する大槌町及び岩手県との連携を図ります。 
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２ 計画の点検・評価と見直し 

 

本計画の推進に当たっては、計画の実行性を確保するため、障がい福祉計画に定める成果目

標及び見込量の達成状況の点検・評価と併せ、自立支援協議会等において計画の進捗状況の

点検及び評価を行い、計画の着実な進展を目指します。 


